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くらし安全安心課

～命を守るのは、あなた自身の行動です ～

県内交通事故

死者数
（令和７年10月末日現在）
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人

年累計 16 人

人口10万人当たり死者数

（前年比－９人）
全国ベスト

人

位
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1.62
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令和７年10月中に発生した交通死亡事故

1
10月18日
５:57ごろ

丸亀市城西町
(県 道)

普通乗用車
×

自転車（死亡）

普通乗用車（20代運転）が、

自転車に衝突し、自転車の運

転者が死亡

飲酒運転による死亡事故が発生
10月18日（土曜日）午前５時57分ごろ、丸亀市城西町

の県道において、飲酒運転の普通乗用車が自転車に衝突

し、自転車の運転者（60代）が亡くなりました。

事故防止のポイント（飲酒運転の根絶）

【略図】

◎令和５年４月１日から

全ての自転車利用者に

ヘルメット着用が努力義務

となりました

詳しくは県ホームページにて

飲酒運転は絶対しない！させない！許さない！

【お酒を飲んだら運転しない】

   運転者は、お酒を飲んだら絶対に運転せず、公共交通機関や運転代行を利用！

運転する予定なら、お酒は絶対に飲まず、アルコールが含まれていない飲み物にする！

翌日に車を運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心掛ける！

【運転する人にはお酒を飲ませない】

   運転する可能性がある人には、お酒を勧めたり、飲ませたりしない！

【お酒を飲んだ人には運転させない】

お酒を飲んだ人には絶対に運転させない！

飲酒運転の車に同乗しない！

飲食店側も、飲酒運転防止のため、帰りの交通手段を確認するなどの対策をとる！
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